
　第１,第３(⽉)を中心に、野
球場の内野部分の凸凹を平ら

にする作業をしていますが、

強風時には砂埃が近隣に広が

りご迷惑おかけしておりまし

た。

　今後、強風時は作業を中⽌

する予定です。ご理解・ご協

⼒のほどお願いいたします。

逗子市スポーツ協会

池子の自慢の野球場！
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住所：逗子市池子1-11-2
電話：046-873-8581

逗子市体験学習施設スマイル地域の情報ページ　第12回.◾️

池子やまとしょしつ　オープンから２年経ちました！

運動公園野球場整備のお知らせ

　　　住民協からのおしらせ　　　

 池子健康まつりへ出店しました！
　今年も、池子健康まつりを盛り上げる一助と

なればと"お菓子つかみ取り"を出店しました！

①

③②

　お当番ボランティアの皆さんのおかげで、オープンを維持することができ、オープン3年目を迎え
ることが出来ました。一軒家をお借りしての図書室活動は、建物や敷地内植栽の管理など大変な部

分もありますが、池子地域での「読書活動の場」を持てていることをとても感謝しています。

　３年目も、本を通じての豊かさや楽しさを提供できる空間として、多くの方に利用してもらえる

よう取り組んでいきたいと思います。

　小学生から高校生までの子どもなら、誰でも利用でき

るみんなの居場所です。バスケ、バドミントン、卓球が

できるスペースのほか、お菓子やジュース、携帯ゲーム

を持ち込んで自由に遊べるスペースもあります。

（1)縫い物ワークショップ

     ＋お話会

（3)(4)お部屋貸しも行なっています。基本料金は３時間

/500円 です。お問合わせは、住民協メールアドレスまで。

（1) （２) （３) （4)

（2)ミステリーコーナー



・9/28(日)第4回会員会議を行いました。自治会代表者の皆さまや支援団体、包

括団体の皆さまにもご参加いただき、日頃の活動について発表していただきま

した。

池子住民協　活動紹介
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・10/3(金)に開催された住民協連絡会では大規模災害時における医療救護所につ

いて説明があった他、各住民協の活動報告がありました。

・池子住民協からは地域の共催イベント参加や、部会活動を発表しました。その

他「池子小学校区お困りごと地図」を作成するに至った経緯や、地図のルールや

お困りごと別の色分けなど代表者の皆様と話し合い決めた内容を報告しました。

逗子市主催　

住民自治協議会

　連絡会　　

地

域

交

流

街づくり部会 

担当：谷﨑

担当：齋藤

　　 　　秋の全国火災予防運動 11/9(日)～11/15(土)

火災はちょっとした不注意や不始末から発生します。火の取り扱いには十分注

意し、大切な命や財産を火災から守りましょう！

近隣の方と協力しあい火災予防！

池子やまとしょしつ

  ＊11/21（金） EQ絵本講師® 宮坂和美さんの『絵本の読み聞かせ会』

　10時〜12時　予約不要/ 参加無料/  赤ちゃん・未就園児　 どなたも歓迎!! 

地

域

活

性

化

おもちゃクリニック部会 

池子やまとしょしつ1階

　 コミュニティールーム

担当：齊藤（嘉）

・毎月、第４土曜日、9:30AM～12:30PM受付で、

「池子やまとしょしつ」１階で、おもちゃの診療をし

ています。ドクター一同、腕を磨いて、お待ちしてい

ます。

防犯部会防

犯

活

動 担当：齋藤

わんわんパトロール

   11/22(土)池子やま文化祭に「わんわんパトロール

隊」が出店します。

　昨年はたくさんのお子さん、親御さんが遊びに来て

くださいました。今年も「ふれあいコーナー」で待っ

ています！　わんパトに会いにきてね♡

地

域

安

全

・直木賞受賞作品「何者」「ともぐい」「サラバ！」

・コミックス「約束のネバーランド」「ミステリという勿れ」「デスノー

　ト」など。

 ＊池子やまとしょしつ蔵書紹介

携帯電話使用（ながら運転） 12,000円 指定場所一時不停止等 5000円

信号無視 6000円 イヤホン・傘差し運転 5000円

歩道通行

（歩行者を妨げるなど）
6000円 夜間無灯火 5000円

通行区分違反（逆走) 6000円 2人乗り・並走 3000円

来年4月より、自転車の特定の交通違反に

「青切符」制度が導入されます！

対象となる違反と反則金の一例

地域住民同士で加害者・被害者になるのを

防ぐために、車も自転車も交通ルールを遵守

することが大事ですね。

改めて、全員が自己の交通マナーを振り返り、

地域の安全を作って行きましょう！

〈参考〉警察庁ホームページより

https://www.google.co.jp/search?client=safari&sca_esv=50c447512422643e&channel=mac_bm&q=%E6%AD%A9%E9%81%93%E9%80%9A%E8%A1%8C&sa=X&ved=2ahUKEwiU9bvx8aSQAxXEha8BHRVvIKkQxccNegUIjAEQAQ

